
屋外広告物業の登録について（屋外広告物法・静岡県屋外広告物条例）

屋外広告物（ 公共広告物を含む） の設置工事を

受注する際は、 屋外広告業の登録が必要です

＜公共広告物の事例＞

法定の規定により表示、 設置するもの
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・ 経路案内標識
・ 地点案内標識♿←    

砂防三法
・ 砂防指定地標識
・ 地すべり 防止区域標識
・ 急傾斜地崩壊危険区域標識…等

自治体が公共的目的をもって表示、 設置するもの
・ 著名地点誘導サイン ・ 河川美化標識 ・ 観光案内看板 ・ 歩行者用地図看板…等

【 問合せ先】 静岡県景観まちづく り 課  ☎ 054-221-3702

屋外広告業の登録には、 業務主任者の選任が必要です

＜業務主任者の資格＞

次のう ちいずれか
・ 屋外広告士         ・ 技能検定（ 広告美術仕上げ）
・ 職業訓練指導員（ 広告美術科） ・ 職業訓練課程修了（ 広告美術科）
・ 屋外広告物講習会修了（ 都道府県・ 政令市が行う 講習会修了者）

 屋外広告物講習会を開催し ます（ 令和５ 年度）  
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開催日及び場所 申込み受付期間 講習会に関する問合せ先

令和５ 年６ 月30日
サーラシティ 浜松

4/24～5/26
定員100名（ 先着順）

浜松市土地対策課
☎053-457-2344

令和５ 年11月
沼津市内

  ９ 月～受付開始
静岡県景観まちづく り 課
☎054-221-3490

令和６ 年１ 月
静岡市内

  12月～受付開始
静岡市建築総務課
☎054-221-1123
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定



・ 上記の営業とは、 屋外広告物の広告主から広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事
 を請け負い、 屋外で公衆に表示することを業として行う 行為です。

・ この場合、 元請け又は下請けと いった立場の形態は問いません。

・ 単に、 屋外広告物の印刷製作等や基礎部分のみ施工を行う だけで、 実際に屋外広告物を表
 示したり 、 掲出物件の設置を行わないものは、 屋外広告業には該当しません。

公共広告物の設置について

屋外広告業とは

・ 屋外広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置を行う 営業（ 屋外広告物法第２ 条第２ 項）

公共広告物の設置工事を受注する際は、

屋外広告業の登録が必要です

静岡県内（ 政令市を除く ） で
屋外広告業を営もう とする者は、
知事の登録を受けなければならない。
（ 県屋外広告物条例第22条第１ 項）

・ 不適格な業者の排除
・ 優良な業者の育成
・ 良好な景観の形成に寄与する
 広告物が設置される体制の構築

＜公共広告物の事例＞

法定の規定により表示、 設置するもの

道の駅
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砂防三法
・ 砂防指定地標識
・ 地すべり 防止区域標識
・ 急傾斜地崩壊危険区域標識…等

自治体が公共的目的をもって表示、 設置するもの

・ 著名地点誘導サイン
・ 河川美化標識
・ 観光案内看板
・ 歩行者用地図看板…等
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許可申請の流れ

県内（政令市を除く）で屋外広告業を営もうとする場合は、事前に県知事登録が必要です。

屋
外
広
告
物

設
置
請
負
等

営
業
⾏
為

業
務
主
任
者

の
選
任
計
画

登
録
申
請
・

手
数
料
納
付

審
査

登
録

(

登
録
証
の
交
付)

標
識
の
掲
示

廃
業更

新
手
続

提出書類

申請の際は、次の提出書類を２部（正本・副本）、御提出ください（№３、４は該当する場合のみ）
副本はコピーでも可能です。様式の記載例は手引P6以降を確認してください。
なお、登録申請書（№１）が２枚以上になる場合は、ホチキス留してください。

      は業者の手続き
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登録拒否

  屋外広告業の登録申請、登録後
県内（政令市除く）に設置する場合（県⼟⽊事務所申請分）

※登録情報に変更があった場合は、変更届を提出

 詳細内容や記載例、提出先は「屋外広告業登録の⼿引」（県HP掲載）をご確認ください。
 政令市（静岡市、浜松市）で屋外広告業を営む場合は、別途、市に登録する必要があります。
 県と政令市両⽅で登録したい場合は、先に県登録をした後、市へ「特例屋外広告業届出」を
 提出してください。

静岡県

No 注意事項 
2  No1の余白に貼付してください。 

3 
 申請者の押印又は署名が必要です。 
 法人の場合は、法人代表者による記入及び法人代表者印の押印又は署名が必要です。 

4
5 

住⺠票の写し及び登記事項証明書は申請⽇の前3か⽉以内に発⾏されたものを提出してください。 
申請者が未成年者の場合は、法定代理人に関する添付書類が必要です。法定代理人が個人の場合に
は、住⺠票（県内に住⺠票がある場合には不要）、法人の場合には登記事項証明書が必要です。 
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登録期間及び⼿数料

登録後にしなければならないこと

 申請手数料は、新規・更新の各申請の際に必要となります。
 申請書の提出の際に静岡県収入証紙でお支払いただきます。
 静岡県収入証紙は、県総合庁舎及び市役所・町役場で販売しています。

 

標識の掲⽰

 登録を受けた後は、営業所ごとに登録業者であることを示す標識を作成し、掲示しなければなり
ません。標識の記載内容は様式で規定していますので、手引（P11）を確認してください。

更新⼿続き

変更⼿続き

 登録事項に変更があった場合、変更のあった⽇から30⽇以内に登録事項変更届を提出してください。
変更事項によって、添付書類が異なりますので、手引（P13）を確認ください。

 登録期間満了後も引き続き登録を希望する場合には、期間満了⽇の30⽇前までに更新の⼿続き
をしてください。期間満了の２か⽉前程度を⽬安に更新手続きのご案内を送付します。
 なお、登録期間が切れた場合、営業⾏為を⾏うことはできません。

帳簿の備付け

静岡県ホームページ「屋外広告物について」
（https://www.pref.shizuoka.jp/machizukuri/keikan/okugaikokoku/1029800.html）

手引、様式はHPからダウンロードしてください

５年間 10,000円
登録期間 ⼿数料

 登録を受けた後は、屋外広告物の表示・掲出物件の設置に関する工事について、締結した請負
契約の内容を記載した帳簿を作成し、整理・保存しなければなりません。この帳簿は、請負契約
の期間の満了の⽇の属する事業年度の最終⽇に閉鎖し、その後5年間保存しなければなりません。
 帳簿に記載していただく事項は次のとおりです。 

(ア) 発注者の氏名又は名称及び住所 
(イ) 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所 
(ウ) 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量 
(エ) 広告物の表示又は掲出物件の設置の年⽉⽇ 

廃業⼿続き

 屋外広告業を廃止したときは、廃止の⽇から30⽇以内に廃業等の届出を提出してください。
 廃⽌原因により届出を⾏う人が異なりますので、手引（P14）を確認ください。

https://www.pref.shizuoka.jp/machizukuri/keikan/okugaikokoku/1029800.html

